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Ⅰ 本補助金の概要 

１ 目的 

中心市街地における賑わいの創造と魅力ある商店街づくりを推進するため、中心市街地の活性

化と商店街のコミュニティの形成に資することを目的として、平塚市の中心市街地の路面空き店

舗（１階）への出店（家賃）及び店舗の改装に対し補助を実施しております。 

２ 定義 

この募集要項において、次の各号に掲げる用語の意義は次のとおりです。 

(1) 補助対象エリア…平塚市中心市街地活性化調整協議会会長（以下「会長」という。）が定

める次のエリアとする。 

(2) 重点補助対象エリア…平塚駅周辺地区将来構想に掲げる都市機能の集積を誘導するエリ

ア内で会長が定めるエリア。 

 

 

(3) 事業者…小売業、飲食業及びサービス業等、一般消費者の来店が想定される店舗 （次の

いずれかに該当する事業を除く。）のうち、会長が認める事業を営もうとする者をいう。 

   ア 法令に違反するもの 

   イ 公序良俗に反するおそれのあるもの 

   ウ 政治的活動又は宗教的活動に関するもの 

   エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条

に定める業種及びこれに類するもの 
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(4) 空き店舗…次のいずれかに該当するものをいう。 

   ア 店舗又は事務所の用に供していた施設のうち、現に営業していないもので、前入居者の

営業終了日又は賃貸借契約終了日から、新たに締結する賃貸借契約期間初日の前日までの

期間が３ヶ月以上のもの 

   イ 新築又は増築した店舗で、当該建物の保存登記をした日から３ヶ月以上経過しても、な

お利用されていないもの 

 

３ 補助対象者 
  補助金の交付を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる事項を満たすものとします。 

補助 

対象者 

補助金の交付を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる事項を満たすものとします。 

(1) 原則、24ヶ月以上継続して事業を行うことが見込める個人、法人とし、法人については

中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条第1項各号に定める中小企業者 

(2) 補助対象エリア内の店舗の１階部分で営業するもの 

(3) 補助対象エリア内の店舗移転でないこと 

(4) 営業及び建築関係法令等の許可等が必要な場合はその許可等を取得していること 

(5) 商工会議所の会員および補助対象事業の所在地に商店会がある場合は、商店会に加入し 

ている者かつ当該商店会長の推薦を受けた者 

(6) 市区町村税の滞納がないこと 

(7) 空き店舗所有者又は管理者の配偶者及び直系親族でないもの 

(8) 平塚市暴力団排除条例（平成23年平塚市条例第9号）第2条第4号に規定する暴力団員等又

は同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団等と密接

な関係を有すると認められる者ではないこと。 

  

４ 補助対象事業・補助対象期間・補助率・補助上限額等 
  補助の対象となる事業の種別、補助率及び補助限度額は下表に定めるとおりとし、予算の範囲

内とします。 

 賃借料（出店）補助金 改装費補助金 

補助 

対象経費 
※いずれ 
かの事業 
を選択し 
て応募 

補助対象者が支払う賃借料。 

交流スペース等のコミュニティ機能や休憩ス

ペース等のサービス機能を充実させるなど平塚

市中心市街地活性化調整協議会（以下「協議会」

という。）で定めるコンセプト（Ⅳ 事業計画書

の審査を参照）に沿った改装を行うための経費、

またはサテライトオフィスやシェアオフィスへ

の改修のための経費。 

募集 

期間 

令和７年５月１２日（月）から 

※ 応募方法はＰ５「Ⅲ 応募（事業計画書提出）方法」参照 

補助 

対象期間 

開店後１２ヶ月 

※ 平塚市の特定創業支援等事業を受け、証明書の発

行を受けているものに対し、上記補助対象期間が終

了後、補助期間を更に１２ヶ月延長する。 

改装後１回のみ補助 

補助率 補助対象経費の１／２以内 
【既存店舗】…補助対象経費の１／２以内 

【空き店舗】…補助対象経費の２／３以内 
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補助 

上限額 

月額５万円 

重点補助対象エリアに限り月額１０万円 

【既存店舗】…５０万円 

【空き店舗】…５０万円 

既存店舗空き店舗ともに重点補助対象エリア

に限り１００万円 

交付申請

の時期 
店舗の開店日から２ヶ月以内 補助対象事業の実施前 

１ 賃借料は、空き店舗の借用に係る賃借料のみとし、保証金、敷金、礼金等の預託金や、衛生費、

水道光熱費等の管理費を除く。 

２ 算出補助金額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

３ 店舗改装費に含まれる経費は、使用目的が補助対象事業に限定して使用されることが確認でき

るものとする。 

４ 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税は、補助の対象としない。 

５ 店舗賃借料の申請と店舗改装費の申請は、同一事業者による同時申請はできないものとする。

ただし、特定創業支援等事業を受け市の証明書の発行を受けている者は同時申請できる。 

６ 店舗賃借料補助を受けている者は、経営指導や課題解決に向けたアドバイザー派遣等を予算の

範囲内で受けることができる。 

７ 平塚商工会議所又は平塚市が交付する他の補助金等と重複して申請してはならない 
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Ⅱ 手続の主な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

協議会への事前相談 

・本補助金を申請予定の方、申請を検討されている方は、まず協議会事務局への事前相談をお願いし

ます。交付申請書類の説明や、利用可能なメニュー等についての打合せを行います。 

審査会（交付申請から概ね一か月以内を目処に開催） 

・交付申請があったときは、平塚市中心市街地活性化事業補助金審査会に諮問した上で補助金交付

の可否を決定します。 
（交付申請者は審査会へ出席していただく必要はありません。） 

交付決定通知 
・補助金交付の決定をしたときは、平塚市中心市街地活性化事業補助金交付決定通知書により申請者

に対して通知します。 

 

状況報告等 
・必要に応じて、補助事業者から補助対象事業の遂行の状況等に関し、報告を求め、又は調査を行い

ます。 

実績報告及び補助金の交付請求 

【補助対象事業の種別が店舗賃借料の場合】 

・開店後３ヶ月が経過するごとに、平塚市中心市街地活性化事業実績報告書に必要書類を添えて提出

してください。 

【補助対象事業の種別が店舗改装費の場合】 

・改装後、平塚市中心市街地活性化事業実績報告書に必要書類を添えて提出してください。 

補助金額の確定及び交付 
・実績報告を受けたときは、報告書等の書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に

係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであ

るかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、平塚市中心市街地

活性化事業補助金確定通知書により補助事業者に通知するとともに補助金を交付します。 

交付申請 
・交付申請期間内に交付申請をお願いします。 

・交付申請に際して必要な様式は、事務局から交付申請予定者へお渡しします。 

アドバイザー派遣 
・実績報告を受け、報告書等の書類を審査し、必要と判断した場合には補助事業者に対してアドバイザ
ーを派遣することができます。 
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Ⅲ 応募（事業計画書提出）方法 

１ 提出書類 

補助対象事業の種別が店舗賃借料の申請者は、店舗の開店日から２ヶ月以内、店舗改装費の申

請者は補助対象事業の実施前に、平塚市中心市街地活性化事業補助金交付申請書（第１号様式）

に次の書類を添えて、本冊子表紙に記載の【お問合せ・ご応募先】まで、書面で提出してくださ

い。（様式は、申請者に対して事務局からお渡しします。） 

 

【提出書類一覧】 

種別 申 請 書 添 付 書 類 

賃借料 １ 事業計画書（第１号様式の２） 

２ 資金計画書（第１号様式の４） 

３ 事業展開概略書（第１号様式の５） 

４ 店舗位置図、平面図及び店舗の写真 

５ 申請者が個人の場合、住民票の写し及び履歴書 

申請者が法人の場合、登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

６ 営業及び建築関係法令等の許可等が必要な場合は、その許可証等の写し 

７ 直近の財務諸表の写し 

８ 商店会長の推薦書（第１号様式の６） 

９ 不動産賃貸借契約書の写し 

10 前入居者の営業終了日又は契約終了日を証明する書類（第 1 号様式の７） 

11 市区町村税の滞納がないことを証明する書類 

12 その他、会長が必要と認める書類 

改装費 １ 事業計画書（第１号様式の３） 

２ 資金計画書（第１号様式の４）  

３ 事業展開概略書（第１号様式の５） 

４ 見積書、図面、デザイン案等の工事内容が分かる書類 

５ 実施事業に係る企画資料等 

６ 申請者が個人の場合、住民票の写し及び履歴書 

申請者が法人の場合、登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

７ 直近の財務諸表の写し 

８ 商店会長の推薦書（第１号様式の６） 

９ 市区町村税の滞納がないことを証明する書類 

10 その他、会長が必要と認める書類 

 

２ 募集期間 

令和７年５月１２日（月）から令和８年３月３１日（火）まで 
※本補助金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。  
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Ⅳ 事業計画書の審査 

補助金の交付申請があったときは、提出された書類に基づいて平塚市中心市街地活性化事業補

助金審査会に諮問し、その答申を受けて補助金の交付の可否を決定します。 

１  審査基準 

(1) 事業計画は、中心市街地の活性化と商店街のコミュニティの形成に資することを目的として

中心市街地における賑わいの創造と魅力ある商店街づくりを推進するものとしてください。 

 

２ 補助対象事業の採択通知と公表 

・審査結果をもとに補助対象事業の採択を行い、採択結果を通知します。 

・採択となった場合は、事務局から補助事業の進め方などについて説明します。 

 

Ⅴ その他 

１ 遵守事項 
補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守してください。 

（１）  週５日以上営業するとともに、営業時間を午後４時以降からのみとしないこと。 

（２） 平塚商工会議所に加入すること 

（３） 補助対象事業の所在地に新たに商店会が形成された場合は商店会に加入すること。 

２ 補助対象事業の遂行 

補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他会長の指示に従い、善

良な管理者の注意をもって補助対象事業を行うものとし、補助金を他の用途に使用することはで

きません。 

３ 財産の処分の制限 

  補助事業により取得した財産の処分を制限する期間は、事業開始後５年間とします。 

補助事業者は、この期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、

あらかじめ「取得財産の処分承認申請書」を会長に提出して、その承認を受けなければなりませ

ん。 

４ 関係書類の整備 

事業計画書、事業報告書、領収書等事業の関係書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する

年度の翌年度から５年間保存しなければなりません。 

 


